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【 請 求 項 １ 】
　 互 い に 可 動 で 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） と 協 働 す る ２ つ の 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） を 含 む 、 情 報 キ
ャ リ ア の 把 持 装 置 （ １ ０ ） を 具 備 す る 、 該 キ ャ リ ア の 搭 載 装 置 で あ っ て 、 こ れ ら ２ つ の 部
材 （ １ １ ， １ ２ ） は 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） 上 に 自 在 に 装 着 さ れ て い て 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） の 起
動 時 、 こ れ ら の 相 対 運 動 を 確 実 に す る 制 御 手 段 （ ３ ０ ） と 協 働 す る こ と を 特 徴 と す る 搭 載
手 段 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 他 の 実 施 例 で は 、 把 持 装 置 １ ０ の 部 材 １ ２ は 可 動 で あ り 、 キ ャ リ ア の 再 生 動 作 の 位 置 よ
り 下 に あ る 非 作 動 位 置 と 、 キ ャ リ ア 駆 動 手 段 の 位 置 よ り 上 に あ る 作 動 位 置 と の 間 を い っ た
り 来 た り す る こ と で 、 情 報 キ ャ リ ア の 搭 載 ／ 取 り 出 し 操 作 中 に 妨 害 が 生 じ な い よ う に す る
。 他 の 実 施 例 で は 、 部 材 １ １ ， １ ２ は と も に 垂 直 方 向 に 可 動 で 、 ア ー ム ２ ０ に 設 置 し た カ
ム に よ っ て 制 御 さ れ る 。
　
　

　

　

本 発 明 の 好 ま し い 態 様 を 整 理 し て 記 載 す れ ば 、 下 記 の と お り で あ る 。
１ ． 互 い に 可 動 で 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） と 協 働 す る ２ つ の 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） を 含 む 、 情

報 キ ャ リ ア の 把 持 装 置 （ １ ０ ） を 具 備 す る 、 該 キ ャ リ ア の 搭 載 装 置 で あ っ て 、 こ れ ら ２ つ
の 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） は 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） 上 に 自 在 に 装 着 さ れ て い て 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ）
の 起 動 時 、 こ れ ら の 相 対 運 動 を 確 実 に す る 制 御 手 段 （ ３ ０ ） と 協 働 す る こ と を 特 徴 と す る
搭 載 手 段 。

２ ． 制 御 手 段 （ ３ ０ ） が 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） に 対 し て 相 対 運 動 を 行 う こ と を 特 徴 と す る
上 記 １ に 記 載 の 装 置 。

３ ． 制 御 手 段 （ ３ ０ ） が 、 相 対 運 動 が 生 じ る と 、 可 動 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） の 一 つ と 協 働
し て こ れ を も う 一 方 の 可 動 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） か ら 遠 ざ か る 方 向 に 移 動 さ せ る 部 材 （ ３ ７
） を 含 む こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ に 記 載 の 装 置 。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(2) JP 2004-311017 A5 2007.3.8

４ ． 可 動 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） の 少 な く と も 一 つ が 、 弾 性 手 段 （ １ ３ ） の 作 用 を 受 け る こ
と を 特 徴 と す る 上 記 １ － ３ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

５ ． 可 動 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） が シ ャ フ ト （ １ ６ ） を 中 心 に 回 転 自 在 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 上 記 １ － ４ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

６ ． 可 動 部 材 （ １ １ ， １ ２ ） が 、 い く ら か 傾 斜 を 持 つ 周 縁 プ ロ フ ィ ー ル （ １ ４ ） と 、 キ
ャ リ ア （ ４ ０ ） の 把 持 表 面 （ ２ １ ） を 含 む こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ － ５ の い ず れ か に 記 載
の 装 置 。

７ ． 把 持 装 置 （ １ ０ ） が 、 情 報 キ ャ リ ア （ ４ ０ ） を そ の 周 縁 縁 の 限 ら れ た 表 面 で 保 持 す
る こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ － ６ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

８ ． 搭 載 装 置 が 、 こ れ を 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） に 連 結 し て い る 弾 性 手 段 （ ９ ２ ） を 介 し て 、
キ ャ リ ア （ ４ ０ ） を 作 動 位 置 に 締 め 付 け る 手 段 （ ８ ０ ） と つ な が っ て い る こ と を 特 徴 と す
る 上 記 １ － ７ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

９ ． 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） が 、 締 め 付 け 手 段 （ ８ ０ ） と 協 働 し て 、 そ の 高 い 位 置 と 低 い 位 置
の 間 を 行 き 来 さ せ る た め の 制 御 手 段 （ ９ ０ ） を 支 え て い る こ と を 特 徴 と す る 上 記 ８ に 記 載
の 装 置 。

１ ０ ． 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） と 締 め 付 け 手 段 （ ８ ０ ） と の 間 の 相 対 運 動 に よ っ て 、 制 御 手 段
（ ９ ０ ） が 起 動 し 、 前 記 締 め 付 け 手 段 （ ８ ０ ） が そ の 高 い 位 置 と 低 い 位 置 の 間 を 行 き 来 で
き る よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 上 記 ９ に 記 載 の 装 置 。

１ １ ． 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） お よ び ／ ま た は 締 め 付 け 手 段 （ ８ ０ ） が シ ャ フ ト （ ２ ６ ） を 中
心 に し て 回 転 す る こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ － １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

１ ２ ． 制 御 手 段 （ ３ ０ ） が 、 起 動 手 段 （ ５ ２ ） と 協 働 し て 、 運 搬 手 段 （ ２ ０ ） に 対 す る
制 御 手 段 （ ３ ０ ） の 相 対 運 動 を 起 こ す 部 材 （ ３ １ ） を 含 む こ と を 特 徴 と す る 上 記 ２ に 記 載
の 装 置 。

１ ３ ． 起 動 手 段 （ ５ ２ ） が 、 縁 、 溝 、 一 部 分 （ ５ ２ Ｂ ） を 含 む こ と を 特 徴 と す る 上 記 １
２ に 記 載 の 装 置 。

１ ４ ． 起 動 手 段 （ ５ ２ ） が 、 可 動 部 材 （ １ １ ０ ） を 含 む こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ ２ に 記
載 の 装 置 。

１ ５ ． 可 動 部 材 （ １ １ ０ ） が 、 起 動 手 段 （ ５ ２ ） の 一 部 分 （ １ ５ ２ Ｃ ） か ら な る こ と を
特 徴 と す る 上 記 １ ４ に 記 載 の 装 置 。

１ ６ ． 可 動 部 材 （ １ １ ０ ） の 周 縁 が 、 起 動 手 段 （ ５ ２ ） の 縁 ／ 一 部 分 （ ５ ２ Ｂ ） の 一 つ
で あ る こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ ４ ま た は １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 。

１ ７ ． 装 置 が 、 把 持 装 置 に よ っ て 把 持 さ れ る キ ャ リ ア の 搭 載 経 路 を 規 定 す る 案 内 手 段 （
７ ８ ， ７ ９ ） と つ な が っ て い る こ と を 特 徴 と す る 上 記 １ に 記 載 の 装 置 。
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